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「競争セーフガード制度の運用に関する再意見の募集（２００９年度）」に関し、別紙のとおり意見

を提出します。 

 

  



 

別 紙 

再意見提出者 株式会社ケイ・オプティコム 

意見提出者 該当部分 再意見 

東日本電信電話

株式会社 

西日本電信電話

株式会社 

禁止行為規制の運

用状況に関する検

証 

日本電信電話株式

会社等に係る公正

競争要件の検証 

 

［制度の運用について］ 

 競争事業者は、実際にあった事例をもとに問題提起をしているた

め、指摘された事項を全て検証対象とする総務省殿の運用は適正

であると考えます。 

 ただし、措置要請が再確認された程度のものとのＮＴＴ東西の認識

や引続き各競争事業者から多くの指摘がなされている状況を踏ま

えると、従前のものを含めＮＴＴ東西における措置に、実効性がなか

ったと考えます。 

 このため、一過性の措置ではなく、社内規定化や管理組織の設置

等によって、継続的な取組みを推進させる等、第三者からみても実

効性が期待でき、また納得性のある措置を講じるよう、ＮＴＴ東西に

対し改めて指導すべきであります。 

  

［規制強化について］ 

 ＮＴＴ東西が本来の規制の枠を超えて、自らの理屈によって事業

範囲を拡大していることが根本的な問題であり、市場におけるＮＴＴ

シェアの高まりの原因でもあります。 

 そのため、ＮＴＴグループ内の連携、子会社・販売会社を通じた連

携、他事業分野の事業者との連携等、ＮＴＴグループにおける事業

運営上の全ての行為に対して適切な規制をかける必要があると考

えますので、禁止行為規制やＮＴＴ等に係る累次の公正競争要件の

適用範囲拡大、規制内容のさらなる強化等を行うべきであります。 

 また、活用業務は、今後認可を控えるべきであり、現在の認可業

務についても取消しを含め改めて認可可否を検証すべきであると考

えます。 

ＫＤＤＩ株式会社 分岐端末回線単位

での加入ダークファ

イバの接続料の設

定等 

分岐端末回線単位での接続料設定は、設備構築事業者に比して

設備投資リスクを負わない接続事業者だけを一方的に有利にする

ものであり、設備構築をベースとした公正競争を阻害するため、引

続き実施すべきではないと考えます。 

なお、ＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴ東西シェアの高まりに対しては、Ｎ

ＴＴ東西をはじめとしたＮＴＴグループ全体に対する行為規制等の強

化によって対処すべきであります。 

ソフトバンクＢＢ株

式会社、ソフトバ

ンクテレコム株式

会社、ソフトバンク

モバ イル 株 式会

社 

８分岐単位接続に

係る問題 

以  上 


